
討議項目（案） 

 

誰もが投資しやすい市場の整備 

◎ 投資教育のあり方 

◎ 集団的投資スキーム、資産運用業のあり方 

◎ 販売チャネルの拡充、利便性の向上  

 

投資家の信頼が得られる市場の確立 

◎ 有価証券定義の見直し 

○  組合型投資スキーム等についての考え方 

◎ 市場監視機能の強化 

○  民事・行政的な制裁的負担賦課制度 

○  差止命令・是正命令の積極的活用 

○  民事責任規定の見直し 等 

◎ ディスクロージャー制度のあり方 

◎ 機関投資家の役割・コーポレートガバナンス 

◎ 不公正取引規制のあり方 

◎ 市場開設者その他の自主規制機能のあり方 

 

効率的で競争力のある市場の構築 

◎ 取引所のあり方 

○  取引所市場、店頭登録市場、ＰＴＳ、グリーンシートの位置付け 

○  取引所取引原則の見直し 等 

◎ 証券化、流動化の促進 

○  市場型間接金融の役割 

○  社会投資への活用 等 

資 料 ４ 
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投資法人、ＳＰＣ、ＳＰＴ
及び各種組合に関する投資家保護ルール

(未定稿）

投資法人 ＳＰＣ及びＳＰＴ 有限責任組合 匿名組合 任意組合

ガバナンス 投資信託及び投資法
人に関する法律

資産の流動化に関す
る法律

中小企業等投資事業
有限責任組合法
・業務執行方法

商法
・営業者の営業執行義
務
・組合員の営業監視権

民法
・業務執行方法

開示規制

投信法及び証取法
・発行者
－有価証券報告書
・発行時
－有価証券届出書、
目論見書　　　　　　　・
販売時
－商品内容説明書

ＳＰＣ法及び証取法
・発行者
－有価証券報告書
・発行時
－有価証券届出書、目
論見書
・販売時
－商品内容説明書

組合契約書及び公認
会計士又は監査法人
の意見書及び財務諸
表等の備付け及び閲
覧

× ×

販売規制 投信法及び証取法 ＳＰＣ法及び証取法 × × ×

不公正取引 証取法 証取法 × × ×
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「取引所のあり方に関するワーキング・グループ」の今後の検討課題 

 

 

国内市場の制度整備（取引所市場と取引所外市場） 

○  公正な価格形成、流動性の向上 

 － 市場集中と市場間競争、取引所市場・店頭市場の流動性向上 

○ 取引所市場、店頭登録市場、私設取引システム（ＰＴＳ）の位置付けの見直し  

－ 店頭登録市場と取引所市場の区別の見直し 

－ 取引所市場と私設取引システム（ＰＴＳ）の価格形成機能による区別の見直し 

等 

○ 取引所取引原則の見直し 

 － 最良執行のあり方 等 

 

その他 

○ 市場開設者のあり方 

－ 自主規制機能のあり方、店頭登録市場の市場開設者（証券業協会）と市場運営

者（JASDAQ）との関係 等 

○ 業態別の取引所規制（証券取引所、金融先物取引所等） 

○ 取引所の会員・取引参加者資格 
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中期的に展望した我が国金融システムの将来ビジョン（抄） 

 

平成１４年９月３０日 

金融審議会 

 

第１部我が国金融システムの将来ビジョン 

３．複線的金融システムの姿 

（２） 複線的金融システムにおける市場型間接金融の役割 

情報技術の革新は市場における取引をより高度で複雑なものとしており、市場

取引によって実際に収益をあげるためには、専門的な知識が必要となっている。

このため、市場と個人の間に専門的なリスク管理サービスが入り、リスクが専門

家の手によって適切に管理された形で個人に配分され、同時に個人が相応のリタ

ーンを享受するという仕組みが有効である。このような市場取引に係る技術的専

門性のほか、自ら情報を収集する場合よりもコストを低減することが可能となる

など規模の利益を追求できること、また、集団的に幅広く投資することによるリ

スク低減効果もあることからも、個人と市場を結び付ける専門的なサービスが必

要となっている。また、企業と市場の間についても、円滑に資金が流れるよう、

貸出債権の売却や証券化等について情報を提供するなど企業向け金融サービス

を行う専門的なサービスが介在していくことが有効である。 

このような専門的なサービスを伴う個人と市場、市場と企業をつなぐ資金仲介

は、伝統的な銀行を通じる間接金融と区別して市場型間接金融と呼ばれており、
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複線的金融システムにおいては、こうした役割を担う機関投資家をはじめとする

多様な金融仲介機関に対する期待が高まるものと考えられる。 

また、複線的金融システムにおいては、株式や債券、企業再生ファンドへの投

資の他、銀行が組成し証券化した貸出債権等の引受けを行う者の存在が一層大き

くなっていくことが考えられる。このような役割を担う機関投資家は、最終的な

受益者のエージェントとしての責任を果たすとともに、その過程で、投資対象に

対してガバナンス機能を発揮することが期待されている。 
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